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■１ 本市を取り巻く社会経済情勢の変化                    

本市では、平成１８年３月に『綾瀬市職員人材育成基本方針』を策定し、「職員の

個性を尊重し、能力を伸ばし、個性ある人材をつくる」をコンセプトに人材育成に取

り組んできました。 

策定から１０年以上が経過し、人口減少、少子高齢化の一層の進展、住民の価値観

の多様化、環境に対する関心の高まり等社会経済情勢が大きく変化しつつあります。 

社会を支える現役世代の人口減少は、税収にも影響を及ぼし、地域経済の縮小、税

収減による行政サービスの縮小が懸念される中で、持続的な成長・発展を続けられる

まちづくりを進めていかなければなりません。 

また、社会の成熟化に伴い、市民のニーズは多様化・高度化する傾向にあります。

こうしたニーズに対応しつつ、様々な行政課題を解決していくためには、課題解決力、

政策形成力等を有した職員の育成が今まで以上に求められることとなります。 

 

【図表１ 将来人口推計結果】 

第１章 人材育成基本方針改定の背景 

出典：綾瀬市「綾瀬市総合計画２０３０」（注：図表内の計画期間は総合計画のもの） 
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■２ 現状と課題                               

本市を取り巻く環境は、社会経済情勢の変化といった外部的な要因だけでなく、職

員数の削減、職員の年齢構成の変化といった内部的な要因においても、基本方針策定

時と状況が大きく変化しています。 

 

(1) 職員定数の推移 

職員定数は、『あやせ集中改革プラン（平成１８年度～２１年度）』及び『第

２期あやせ集中改革プラン（平成２２年度～２４年度）』に削減目標を掲げ、業

務の見直し、委託化等によって削減してきました。 

職員数の削減は、増加する業務に対して監督職自らが対応するという「監督職

のプレイヤー化」を招く一面もありました。その結果、部下の人材育成や仕事の

管理の仕組みづくりといったマネジメント上の課題が先送りされ、職員の仕事に

対するやりがいに影響を与えています。監督職が職場の課題を解決していくため

に、今以上にマネジメントができる体制を整えることが必要になります。 

 

マネジメント・・・組織目標を達成するために、組織を強化し、職員を成長さ

せ、事業の成果を生み出すための（仕組みづくりの）活動 

 

【図表２ 職員定数と職員配置数の推移】 
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(2) 職員の年齢構成及び等級別構成の変化 

職員の年齢構成についても、平成２２年度から令和元年度までの１０年間で大

きく変化しました。 

職員の年齢構成の推移について取りまとめた結果、２８歳～３５歳の比率が増

加している一方で、３６歳～４３歳以上の区分（４４歳～４７歳の区分を除く。

）については大きく減少しています。減少している区分のうち、３６歳～４３歳

の区分は職位でいうと主査級（４級）に当たる年齢層です。 

 

【図表３ 年齢構成の推移】 

 

 

 

等級別の構成比についても、主査級職員の組織に占める構成比は、１０年間で

減少しました。中堅職員である主査級職員が減少することにより、経験の少ない

主事補級（１級）及び主事級（２級）の若手職員であっても、困難な事業や重要

な業務を任される機会が増加します。そのため、若手職員を早期に戦力化してい

くことが重要です。管理監督職には、職場において若手職員を意識的に育成して

いくことが求められます。 

職場における職員の育成もマネジメント活動の一環です。監督職は、日常業務

※人事行政の運営等の状況の公表を基に作成。   

技能労務職を含み、育休代替任期付職員を除く。 
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を通じて職員の育成を図るＯＪＴ（On the Job Training）を職場でルールを設

けることで、しっかりと機能させていかなければなりません。そのためには、マ

ネジメント経験の少ない監督職に対する支援も必要となります。 

 

ＯＪＴ・・・職場の上司や先輩職員等が部下、後輩職員又は異動してきた職員

等に対して、職場における日常の業務を通じて必要な知識、技術

や態度等の充実向上を図るための教育・指導を行う方法 

 

【図表４ 職員の等級別構成比（令和２年４月１日現在）】 

 

※技能労務職及び育児休業代替任期付職員を除く。 

(3) 職員の働き方の変化 

働き方が多様化し、仕事と育児・介護の両立、ワークライフバランスの充実、

働き方改革の推進等が求められるようになりました。職員一人ひとりが自分自身

に合った働き方を選択できるよう、仕組みづくりを進めていくことも必要です。

育児・介護において生じた問題によって、これまでどおりの働き方を続けること

が難しくなることは、誰にでも想定されます。 

これからは、様々な事情を抱えていても、個々の能力を最大限に発揮すること

ができる職場環境を実現していくことが求められます。誰もが働きたいと思える

職場をつくるため、働く上で問題となることを職員一人ひとりが自分事として捉

え、解決のために主体的に挑戦していく姿勢が望まれます。 
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■３ 職員人材育成基本方針の目指すもの                    

現役世代の人口減少、少子高齢化の一層の進展等が進む中、これまでと同様の行政

経営をしていては、継続的な発展は見込めません。職員一人ひとりが変化に対応する

ために積極的に行動するよう促していくとともに、課題解決力、長期的な観点による

政策立案能力等を高めていく必要があります。 

 

今回の改定に当たっては「自ら積極的に行動できる職員」をコンセプトとして、実

現を図るための方向性を明確にします。 

能力開発の基本は自己啓発であり、自ら学ぶ姿勢が最も重要なことに変わりはあり

ません。 

組織の年齢構成が１０年間で大きく変化した結果、若手職員が増加し、中堅職員が

減少するという形で表面化しました。 

管理監督職は、目の前の課題を解決するだけでなく、長期的な視野を持った職場運

営を行う必要があり、若手職員を育成することも当然の役割です。また、マネジメン

ト力の強化のため、研修等による新任監督職への支援も行っていきます。 

若手職員自身も、この事実を直視し、職務に責任を持つとともに、どのようなこと

にも果敢に挑戦していくための成長が求められます。 

 

そこで、職員が日頃から意識すべき行動を明らかにするとともに、「人材の育成」、

「人材の確保」、「人事制度」及び「人事評価」の４項目を連動して運用していくこ

とで『持続的な成長・発展を続けられるまちづくり』を人材面から実現していきます。 

また、育児や介護といった職員個人の事情によって退職を選択することのないよう、

働き方の変化に組織としてしっかりと対応していくため、一人ひとりが最大限の力を

発揮できる職場づくりに力を入れて取り組み、「多様化する働き方への支援」が各項

目の下支えとして機能する状態を目指していきます。 

 

本市を取り巻く環境の変化に対応していくため、この基本方針は一定の期間経過後、

必要な見直しを実施します。 
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■１ 職員に求める行動指針                          

職員が日頃から意識するべき行動を実践していくためには、より具体的でわかりや

すい表現を職員に浸透させ、かつ、実際の行動に結びつけていく仕組みが必要です。 

そこで、『持続的な成長・発展を続けられるまち』を実現していくため、職員とし

て取るべき具体的行動を行動指針として策定しました。 

今後は、全ての職員が主体的に行動指針の内容に取り組んでいけるよう周知してい

くとともに、職務遂行の心構えとして、職員が個々に実践できる状態を目指します。 

 

 

 

行動指針は、全ての職員が自己形成の目標にすべきものであり、人材育成の目

標とするものです。職員一人ひとりが常に成長していくために責任を持って行動

することで『持続的な成長・発展を続けられるまち』を実現していきます。 

 

・理想を実現するために 挑戦しよう！ 

・主体的に課題を 見つけよう！ 

・長期的な視野を持って 考えよう！ 
 

 

※ 行動指針に掲げた文章は基本の形であり、一人ひとりの職員が「何に挑戦する

のか、何を見つけるのか、何を考えるのか」を自分に適した形で置き換えて考え

ることも大切です。 

 

 

 

綾 瀬 市 職 員 行 動 指 針 

第２章 職員に求める行動指針と職位別に求められる役割 



 

- 7 - 

■２ 職位別に求められる役割                         

職員には、職位別に与えられた役割を果たすことが求められます。職位別に求めら

れる役割を次のように明確化し、役割を果たすことができるよう人材育成に取り組ん

でいきます。 

 

職 位 役 割 

部 長 
市の経営層として、政策の実現に向けた将来像を示すととも

に、組織力を最大限に発揮できる状態を構築する。 

参 事 

課 長 

市の上位方針を踏まえ、所属の使命達成のため政策の実現及

び評価に取り組むとともに、組織力を引き出すマネジメント

を行う。 

主 幹 

総括副主幹 

所属の使命を踏まえ、事業の選定基準と事業目標を示すとと

もに、担当の指導と監督を行う。 

副主幹 

主 査 

業務改善や事業改善を積極的に推進し、効率的な組織運営を

図る等の行政改革活動を推進する。 

主任主事 
状況の変化に合わせた応用的な判断、身の回りの業務改善な

どを効率的に推進する。 

主 事 

多様化・高度化する市民ニーズに対応するために、課題を自

ら発見し、問題解決を実践することで、行政サービスを実務

的に推進する。 

主事補 
状況の変化に合わせた簡単な判断、担当する定常的業務を正

確に行う。 

※事務職における例 
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本市が目指す行動指針を実践できる職員や職位別に求められる役割を果たすことが

できる職員を効果的に育成していくため、５つの項目を人材育成戦略として重点的に

進めていきます。 

各項目と行動指針をそれぞれ連動させていくことで、より効果的な結果につなげて

いきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各項目が連動することで効果的な結果を生む 

働き方への支援はその他の項目を支える核となる 

 

 

 

・理想を実現するために 挑戦しよう！ 

・主体的に課題を 見つけよう！ 

・長期的な視野を持って 考えよう！ 

第３章 人材育成戦略 

『持続的な成長・発展を続けられるまち』の実現 

「行動指針」が実践できる職員 

「人材育成戦略」５つの項目 

人材の確保 人材の育成 

人事制度 人事評価 

多様化する 

働き方への支援 

 



 

- 9 - 

■１ 人材の育成                               

主体的で意欲的な職員の育成と能力開発を図り、『持続的な成長・発展を続けられ

るまち』を実現することを目的に行動指針を実践し、各職位における役割を果たすこ

とができる状態を目指します。 

研修体系については、昇格により役割が変わることで必要とされる知識、外部環境

の変化によって身に付けた方が良い知識等を必要なタイミングで習得できる状態を目

指します。新採用職員に対しては公務員としての基礎力を早期に養成し、若手・中堅

職員に対しては次世代の管理監督職を担う人材として課題解決力、政策形成力等の向

上を図るために計画的な育成手法を検討する等、内容の即効性も意識していきます。

管理監督職に対しては、マネジメント力の向上を図っていきます。 

併せて、専門知識向上のための研修、各職場が実施する職場専門研修及びＯＪＴに

対し、人材育成部門として支援を行います。 

 

(1) 行動指針を実践できる職員の育成 

職員に対して行動指針を周知するとともに、行動指針と結び付けた能力開発・

研修体系を構築します。 

【取組みの方向性】 

・職員に対する行動指針の周知及び行動指針が実践されるための研修体系構築 

 

(2) 階層別研修 

外部環境の変化を予測し、多様化・高度化する課題を解決するためには、課題

解決力、政策形成力等を有した職員を育成することが必要です。階層別の研修で

は、各職位に求められる役割及び標準職務遂行能力を踏まえた能力開発を実施し

ます。 

各職位に求められる役割及び標準職務遂行能力は、人事評価制度と連動させな

がら、全庁で共有できる仕組みを構築していきます。 

【取組みの方向性】 

・各職位に求められる役割及び標準職務遂行能力の周知等による職員の行動改善 

・各職位に求められる役割が発揮されるための研修体系設計 
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(3) 専門知識向上のための研修 

業務に必要な専門知識の習得を図るため、外部の専門的研修機関への派遣を積

極的に推進します。 

派遣に当たっては、職員の自主的な参加を促すための工夫を検討するとともに、

希望者が参加しやすくなるよう、職場に対する研修派遣への理解に努めていきま

す。 

【取組みの方向性】 

・専門的研修機関への派遣の推進 

・その他専門的研修機関への派遣希望に対する支援 

・受講者が研修の受講内容をイメージできるように工夫した周知の実施 

・受講者が研修を受講しやすい職場風土の醸成 

 

(4) ＯＪＴの推進 

職場で行われるＯＪＴが機能するためには、職場全体で学習する風土を醸成し

ていく必要があります。 

各職場において、職員個々のスケジュールや業務内容の理解度についてＯＪＴ

ツールを利用して可視化を図り、積極的な人材育成に取り組みます。 

【取組みの方向性】 

・朝夕ミーティングの取組み等による主体的な職場内連携、情報共有の強化実施 

・人事評価制度と連動したＯＪＴの仕組みの構築 

 

新採用職員の育成について、職場のマンツーマン担当者による指導を行うとと

もに、職場全体で取り組む風土を醸成します。また、他の職場から新採用職員を

精神的に支え、仕事に対して前向きな動機付けを行う役割として、人材育成部門

のフォロー体制の構築、メンター制度※の導入等を検討します。 

【取組みの方向性】 

・職場内におけるマンツーマン研修の実施 

・新採用職員に対する人材育成部門のフォロー体制の構築 

・メンター制度の導入 

 



 

- 11 - 

※ 別の職場の先輩職員が新採用職員に対して相談、助言等のサポートを行う制

度。新採用職員の心理的なサポートを目的とする。 

 

(5) 自己啓発 

能力開発の基本は自己啓発です。職員の自己啓発意欲の増進を図れるよう、情

報提供や研修への受講機会の拡充に努め、積極的に自己啓発に努める職員への支

援を行います。また、業務に活用でき、能力の向上に資する資格の取得について

は、対象資格を精査した上で助成制度の構築を検討していきます。 

【取組みの方向性】 

・自主研究グループの活動活性化に向けた仕組みの構築 

・専門的な能力向上に資する資格取得助成制度の構築 

・ｅラーニングによる研修の拡充 
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■２ 人材の確保                               

職員には、多様化・高度化する市民ニーズへの対応、行政課題の解決等がこれまで

以上に求められることになります。なぜなら、簡易的な作業等は技術の発達によりＡ

Ｉ（人工知能）やＲＰＡ（ソフトウェア・ロボットによる業務自動化）によって処理

することが可能となるため、職員が行う業務は必然的に人でなければできないものが

中心となるからです。 

人材の確保は常に大きな課題であり、優先して取り組まなければなりません。本市

では、事務処理能力、コミュニケーション能力等の実務能力が高く、行動指針を実践

していける職員を採用するために、次の事項を踏まえて職員の採用に取り組みます。 

 

(1) 多様な手法による人材確保の推進 

綾瀬市役所で働きたいと思ってもらうためには、まずは綾瀬市がどのような市

なのか、綾瀬市役所がどのような魅力のある職場なのかを知ってもらうことが必

要です。 

そのために、シティプロモーションと連携して採用活動の周知に組織全体で取

り組むほか、綾瀬市の職員だからこそ実現できる、強みとなる部分を発信してい

きます。また、ホームページやソーシャル・ネットワーキング・サービスを通じ

た情報発信といった時代の変化に応じた効果的な方法を検討し、広く受験生に向

けて採用活動を周知します。職場の魅力を伝えるために、周知以外の方法も検討

していきます。 

【取組みの方向性】 

・多くの人の目に留まり、受験者の興味を引く、前例にとらわれない周知の実施 

・他自治体との差別化、各職場と連携し、組織一体となった周知の実施 

 

(2) 採用試験 

本市では、応用力や実践力といった実際に職場で必要とされる能力の高い職員

を採用するために「知識偏重の採用」から「総合的な人物評価の採用」を実施し

ています。引き続き面接を重視した採用試験を実施するとともに、面接以外の手

法についても検討し、将来にわたって活躍が期待できる職員を採用していきます。 
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【取組みの方向性】 

・知識、経験を有する人材に対する年齢等にとらわれない採用試験の実施 

・受験者の資質、特性を見極める試験方法の構築 

・各職場の意見を取り入れた、多角的な視点からの採用試験の実施 

 

(3) 希望復職制度の実施 

育児や介護について、様々な要因により、制度を活用しても勤務を継続するこ

とが難しい場合、やむを得ず退職に至ることも考えられます。やむを得ず退職し

た人の退職事由が消滅したときは、その人の持つ知識や経験を再び市に活かせる

よう、希望すれば復職ができる制度を構築します。 

【取組みの方向性】 

・退職事由が消滅した元職員を対象とした希望復職制度の実施 
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■３ 人事制度                                

人事制度については、職員の年齢構成・男女別構成の変化、職員数の減少といった

現状に対応していくため、より一層柔軟な対応を行っていきます。 

 

(1) ジョブローテーションによる若手職員の育成 

若手職員に対してはキャリア形成にも配慮しつつ、様々な職務を経験できるよ

うジョブローテーション※を推進します。 

一定期間の経過後は、自己の適性を踏まえ、幅広い職務経験と知識を活かすゼ

ネラリスト（総合職）、専門分野の知識や技術を活かすスペシャリスト（専門職

）又はエキスパート（専任職）のうち、どのような働き方が合っているのか、自

己適性申告を参考に配置を行います。 

【取組みの方向性】 

・若手職員を対象とするキャリア形成に配慮したジョブローテーションの実施 

 

※ 採用後の一定期間に計画的に様々な職務をバランスよく経験させることで、

基礎能力を養成するとともに、広い視野と多様な知識を習得し、バランスの取

れた能力開発を図ること。 

 

(2) 職員配置の柔軟化 

職員の配置については、部長の権限により部内において業務の繁閑に応じた柔

軟な配置が可能になっています。部長においては、必要に応じて部内の応援体制

を積極的に活用し、部内の所属が最大限に力を発揮できる状態の構築に努めてく

ださい。また、部局をまたぐ応援が必要なときは、積極的な協力ができるよう組

織マネジメントに努めるものとします。 

【取組みの方向性】 

・部長による部内応援、部内異動等の積極的な活用による組織マネジメント実現 

 

(3) 組織の専門性の確保 

職場において、人事異動により業務が停滞することのないよう、人事異動を見

据えた職場づくりを実践します。 
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専門的な知識が必要とされる職場については、職員の自己適性申告に基づき、

職員が専門性を高められるよう職員配置において考慮します。 

特定分野において高度な専門性が要求されるとき、人材育成に時間を要すると

き等は、任期付職員の採用による専門性の確保を実施します。 

【取組みの方向性】 

・担当内の事務分担ローテーション実施による人事異動を見越した職場づくり 

・専門的な知識が必要とされる職場におけるエキスパート人材の育成 

・特定分野の専門性を有する任期付職員の積極的な活用 

 

(4) 職員の昇格及び降格 

監督職以上への昇格は、職位に対して求められる役割を適切に果たす能力を有

しているか判断の上、実施していきます。また、上位の職位で能力の発揮を希望

する職員については、早期に昇格することができるよう、制度の構築（昇格の柔

軟化）を検討していきます。 

降格については、職員個々の事情によって職位の役割を果たすことができない

状況となったときのため、監督職以上を対象とした希望降格制度を継続します。

また、人事評価結果を反映した降格についても検討していきます。 

【取組みの方向性】 

・人事評価結果を反映した昇格の実施及び降格の検討 

・希望者の早期昇格実現に向けた制度構築の検討 

・監督職以上を対象とした希望降格制度の継続 

 

(5) 人事交流 

他の行政機関等への職員交流は、派遣された職員にとって客観的に自らの組織

を見ることができる機会となります。知識の習得、人脈の構築といった視野拡大

の契機にもなることから、今後も他の行政機関等との人事交流を積極的に推進し

ていきます。また、交流期間の終了後は派遣先での経験を活用できるよう、職員

のキャリア形成にも配慮した職員配置を行います。 

【取組みの方向性】 

・職員の育成を目的とした他の行政機関等との人事交流の積極的な推進 
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■４ 人事評価                                

人事評価制度の実施に当たっては、適正な評価を行うことで職員のモチベーション

向上につなげていくことが大切です。評価者及び被評価者双方に対して制度の周知と

理解に努めるとともに、行動指針を実践する職員が評価されなければいけません。運

用に当たっては、人材育成への活用、評価結果の活用等を図っていきます。 

 

(1) 人材育成への活用 

人事評価制度は、評価の側面だけでなく人材育成の側面も着目しなければなり

ません。定期的な面談を通して人材育成のツールとしても活用するとともに、行

動指針及び標準職務遂行能力と関連付けて面談を行うことにより、被評価者が目

指すべき方向性と評価者の被評価者に対する育成ビジョンの明確化を図ります。

また、面談の場で対話・コミュニケーションが図られることで得られる相互の気

づきは、人材育成だけでなく職場づくりにもつなげることができます。 

【取組みの方向性】 

・人事評価制度を活用した人材育成、職場づくりの実施 

 

(2) 人事評価結果の活用 

人事評価の結果は、プラス面だけでなくマイナス面も含めた反映を実施してい

ます。結果の活用に当たっては、引き続き、効果的に制度が運用できるよう継続

して研修を実施します。 

【取組みの方向性】 

・効果的に制度が運用できるようにするための人事評価研修の実施 

 

(3) 業績評価における目標の設定 

人事評価は主に仕事の成果について能力評価と業績評価により評価されていま

す。今後、管理監督職には年次有給休暇の取得促進や男性職員の育児休業の奨励

といったワークライフバランスに資する取組み（取得しやすいように担当内の業

務を平準化した等）についても積極的に目標として設定するよう促します。 

【取組みの方向性】 

・仕事と生活の調和を図る取組みが評価される仕組みの構築 
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■５ 多様化する働き方への支援                        

個々の職員が、それぞれの抱える事情に応じて多様な働き方を選択できるよう、働

き方を見直すことも必要です。 

多様で柔軟性の高い働き方が実現されることにより、職員が一層活躍することが期

待できるとともに、そのような職場自体が魅力の一つになると考えます。本市では、

「相手も自分も尊重する職場づくり」をキーワードに、多様化する働き方への支援を

実施していきます。 

 

勤務時間については、時差勤務の実施だけでは解消されない問題もあることから、

フレックスタイム制を早期に導入し、より柔軟な働き方を実現します。 

勤務場所については、今後も個々の職員が抱える事情への配慮、不測の事態が発生

した際の業務の継続手段の確保等を意識して、引き続き勤務場所の柔軟化に向けて検

討していきます。 

【取組みの方向性】 

・フレックスタイム制の導入による勤務時間の柔軟化 

・テレワークを継続的に実施していくための制度構築 
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■１ 人材育成部門の役割                           

方針に掲げた人材育成戦略を実現するためには、職員の意識を変えることも必要で

す。意識を変えるには、制度を構築して行動変容につなげることが大切なため、方針

に記載された内容を制度化するなどの具体化を進めていきます。また、年度ごとに取

り組むべき項目を人材育成部門において明確にし、実現を図ります。 

【取組みの方向性】 

・行動指針の周知、組織内への浸透による職員の行動改善 

・方針実現のために実施する施策の年度ごとの明確化 

 

■２ 職場の役割                               

職場は、各職員が職務を行い、かつ、過ごす時間が最も長い場所となります。した

がって、人材育成にあって最も重要な場所であるといえます。この意味から職場研修、

自己啓発は人材育成のための有効な手段であり、職場全体で学習する風土を醸成して

いく必要があります。 

特に、管理監督職は「人材育成キーパーソン」であり、所属職員を育成することが

重要な職務の１つです。いかに部下である職員をチームの一員として最大限に能力を

発揮させることができるかと同時に、職務を通じての経験や知識が職員の育成につな

がることを認識する必要があります。このことを踏まえて、意識的かつ継続的にＯＪ

Ｔを実践することにより、職場の活性化、学習風土づくりにつながります。 

業務時間内に行う職場の活性化や改善につながる活動について、本来の職務でなく

ても職員が参加を希望した際には、参加を認めてください。積極的に後押しすること

も人材育成の一環です。普段とは異なる経験を積ませることは、職員の視野を広げ、

ひいては組織の活性化にもつながります。 

勤務時間、休暇については、管理監督職が制度に対する理解を深め、職員が制度を

取得しやすい風土の醸成に努めてください。 

管理監督職は、このような役割を自覚して職務にあたることが必要です。組織目標

の設定では、部局ごとに必要とされる人材の方向性を示し、職場において方向性に沿

った人材育成を行うものとします。また、被評価者である職員が１年間でどのような

成長を遂げたか、評価者として判断するというサイクルを繰り返すことで、積極的な

人材育成をするものとします。 

第４章 人材育成戦略を推進していくための体制 
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【取組みの方向性】 

・意識的かつ継続的なＯＪＴの実践による職場活性化、学習風土の醸成 

・組織目標の設定における部局の人材育成方針の明確化 



 

 



 

 

 

 

 

 

       資料編 
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１ 職員人材育成基本方針改定委員会開催経過 

回 開催日 議 題 

１ 令和２年 ６月１９日 講演 人材育成基本方針の改定にあたって 

   講師 株式会社行政マネジメント研究所 

      専務取締役 德田 貴史 氏 

(1) これからの人事戦略を検討するにあたって 

(2) 人材育成基本方針改定の方向性について 

(3) 今後のスケジュールについて 

２ 令和２年 ７月２７日 (1) 行動指針の策定について 

(2) 各論の進め方について 

３ 令和２年 ８月１２日 行動指針について 

４ 令和２年 ９月２５日 行動指針について 

５ 令和２年１０月２８日 職員人材育成基本方針の改定案について 

６ 令和２年１１月２６日 職員人材育成基本方針の改定案について 

 

２ 職員人材育成基本方針改定委員会専門部会開催経過 

開催日 専門部会 議 題 

令和２年 ８月１２日 職員採用専門部会 

職員研修専門部会 

(1) 現状及び課題並びに現在の取

組みについて 

(2) 目指す状態、方向性について 

令和２年 ８月２８日 職員採用専門部会 

職員研修専門部会 

議論の軸におけるアイデアの選択

基準及び案の選定 

令和２年 ９月２５日 人事管理専門部会 

職員の働き方専門部会 

(1) 現状及び課題並びに現在の取

組みについて 

(2) 目指す状態、方向性について 

令和２年１０月 ７日 人事管理専門部会 

職員の働き方専門部会 

議論の軸におけるアイデアの選択

基準及び案の選定 

 

 



 

- 23 - 

３ 職員人材育成基本方針改定委員会 委員・事務局名簿（令和３年１月１日現在） 

所 属 氏 名 所 属 氏 名 

経営企画部企画課 澤田 康広 市民環境部環境保全課 王 建人 

経営企画部企画課 高野 昂平 健康こども部青少年課 向笠 葵 

経営企画部財政課 三浦 悠示 土木部下水道課 川原木 克之 

総務部管財契約課 須田 磨美 消防本部消防総務課 堂田 崇文 

総務部収納課 内山 尚政 消防署 西中 将樹 

福祉部福祉総務課 木練 洸介 教育部生涯学習課 白谷 勇磨 

福祉部高齢介護課 佐藤 美喜 総務部職員課（議長） 三宅 勝 

福祉部地域包括ケア推進課 西山 仁美 総務部職員課（事務局） 高橋 寿史 

市民環境部市民協働課 大久保 里美 総務部職員課（事務局） 奥田 塁斗 

 

４ 職員人材育成基本方針改定委員会設置要領 

（趣旨） 

第１条 この要領は、職員人材育成基本方針改定委員会の設置及び運営に関し、必要

な事項を定めるものとする。 

（設置） 

第２条 長期的な行政経営の観点から、策定から年数の経過した職員人材育成基本方

針について、外部環境の変化を踏まえるとともに、これからの未来を見据えて本市

に求められる人材を調査研究し、「職員人材育成基本方針の改定」をテーマに、組

織の垣根を越えた全庁的な体制で人材育成の検討を行う目的で、職員人材育成基本

方針改定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第３条 委員会の所掌事務は、職員人材育成基本方針の調査研究を行い、改定に関す

る事務とする。 

（構成員） 

第４条 委員会は、所属長が推薦する者１５名以内をもって、組織する。 

（会議） 

第５条 委員会の会議は職員課長が招集し、その議長となる。 

２ 職員課長は、必要に応じてメンバー以外の者を会議に出席させることができる。 
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（専門部会） 

第６条 第３条に規定する所掌事務を行うに当たり、専門的な調査研究及び検討を行

うため、必要に応じ専門部会を置くことができる。 

２ 専門部会の所掌事務及び構成員等については、議長が別に定める。 

（庶務担当課） 

第７条 委員会の庶務は、人事研修事務主管課において処理する。 

（委任） 

第８条 この要領に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、職員課

長が委員会に諮って定める。 

附 則 

この要領は、令和２年４月１日から施行し、令和３年３月３１日限り、その効力を

失う。 

附 則 

この要領は、令和２年７月１日から施行する。 
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電 話 （０４６７）７７－１１１１ 

ＦＡＸ （０４６７）７０－５７０１ 

E-MAIL wm.705607@city.ayase.kanagawa.jp 


